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米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

（愛称「地域“つながる”福祉プラン」） 

 

１ 計画策定の経過 

 

年 月 会議等 
地域活動者への 

アンケート調査 
地域懇談会 

団体等へのイン 

タビュー調査 

地域福祉 

ワークショップ 

パブリック 

コメント 

H30 

6 第 1 回庁内検討会議（6/29）      

7 第１回計画策定委員会（7/4）      

8       

9  
     

10 
第２回庁内検討会議（10/3） 

第２回計画策定委員会（10/10） 

     

11       

12 第 3 回計画策定委員会（12/20）      

H31 

1 第 3 回庁内検討会議（1/15）      

2 
社会福祉審議会（2/4） 

第 4 回庁内検討会議（2/26） 
     

3 第 4 回計画策定委員会（3/18）      

4       

R1 

5 
第 5 回庁内検討会議（5/20） 

第 5 回計画策定委員会（5/24） 
     

6       

7 第 6 回庁内検討会議（7/5）    7/20,21 
 

8 第 6 回計画策定委員会（8/7）      

9       

10 第 7 回計画策定委員会（10/21）      

11 
地域福祉シンポジウム（11/5） 

社会福祉審議会（11/26） 
     

12       

R2 

1       

2 第 8 回計画策定委員会      

3       

(H30.9～ 

H30.11) 

(H31.2.19～ 

R1.6.27) 
(H31.3～ 

R1.6) 

(R1.12～ 

R2.1) 

資料２－１ 
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２ 計画策定のために行った調査等 

⑴ 地域福祉活動者へのアンケート調査 

 ○地域福祉活動を実践している住民を対象に、活動の状況や課題について調査 

 ○回答者 1,238 名（自治会長、地区社会福祉協議会長、民生委員、在宅福祉員） 

⑵ 地域懇談会 

 ○アンケート調査の結果を踏まえ、市内全 29 公民館において、各地区の生活課題や地域活動の

在り方を考えるワークショップを開催 

 ○参加者 326 名（自治会長、地区社会福祉協議会長、民生委員、在宅福祉員、小学校 PTA 役員、

公民館長・公民館職員、地域包括支援センター職員、地域ボランティア） 

⑶ 福祉関連団体等へのインタビュー調査 

 ○活動や取組の課題、他団体との連携の在り方などについて意見聴取を実施 

 ○参加団体等 24 団体（障がい者等の家族会、サロン・交流の場、児童・子育て支援関連、高齢

者支援関連、生活困窮者支援関連、権利擁護支援関連、相談事業所） 

⑷ 地域福祉ワークショップ 

○「未成年の部」、「若者から中間年齢層の部」、「多世代交流の部」を設定し、各年齢層から参加

者を募り、地域懇談会等で明らかになった米子市の課題について意見交換を行うワークショッ

プを開催 

○参加者延べ 82 名（未成年の部 37 名、若者から中間年齢層の部 17 名、多世代交流の部 28 名） 

 

３ 明らかになった本市の課題 

⑴ 福祉の担い手の確保と育成 

⑵ 多世代・多分野・官民の協働 

⑶ 住民への情報提供、相談支援体制の整備 

⑷ 住民交流・地域福祉活動の拠点の整備 

 

４ 計画の理念と目標 

⑴ 基本理念 

「ともに生き、ともに輝き、ともにつくる福祉のまち」 

本計画に基づいた様々な地域福祉実践を通じて、地域共生社会の実現を目指すこととし、その

考え方を基本理念として掲げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域共生社会】 

「子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高

めあうことができる『地域共生社会』を実現する。このため、支え手側と受け手側に分か

れるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら、自分らしく活躍で

きる地域コミュニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いなが

ら暮らすことのできる仕組みを構築する。」（ニッポン一億総活躍プラン） 
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⑵ 基本目標と基本計画 

 

【基本理念】  【基本目標】           【基本計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未
来
へ
つ
な
が
る 

人
づ
く
り 

地
域
全
体
が
つ
な
が
り
、
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り 

官民協働・福祉以外の分野との協働 

地域を支える住民活動・団体活動の促進 

地域福祉・住民交流の拠点の整備 

災害に備えた支え合い体制の構築 

自死に追い込まれない社会づくり 

地域課題の発見・共有・協働の仕組みづくり 

誰もが活躍できる環境の整備 

地域の人材発掘・育成 

福祉従事者の確保・育成 

福祉意識の啓発・福祉教育の推進 

総
合
的
な
支
援
と
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
推
進 

総合的な相談支援体制の整備 

分野横断的な支援・一体的な福祉サービスの提供 

虐待やＤＶから守るための支援 

適切で利用しやすい福祉サービスの提供 

権利擁護の推進 

心身の健康づくり・健康寿命の延伸 

居住・就労・移動手段の確保支援 

『 

と
も
に
生
き
、
と
も
に
輝
き
、
と
も
に
つ
く
る
福
祉
の
ま
ち 

』 
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５ 目標を達成するために目指す体制 

⑴ エリア分類と総合相談支援センターの設置 

○地理的要因や人口規模、現在の地域包括支援センターの配置等を勘案し、市内に７つ程度のエ

リアを定め、エリアごとに地域住民主体の活動支援と、個別課題の相談支援のための拠点とな

る、総合相談支援センターを設置する。 

○総合相談支援センターは、地域包括支援センターと一般相談支援事業所の機能を兼ね備えたも

のとする。また、エリアごとの総合相談支援センターを統括する機能を有する機関を設置し、

人材育成、システム評価、米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進行管理を含む、地域福

祉実践のマネジメントを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ コミュニティワーカーとコミュニティソーシャルワーカーの配置 

エリアごとに設置された総合相談支援センターには、「コミュニティワーカー」と「コミュニ

ティソーシャルワーカー」を配置し、双方が協働しながら、地域を基盤とした包括的かつ総合的

な相談援助を行う。 

 

【コミュニティワーカーの役割】 

○公民館区域ごとに地域のプラットフォームを構築し、地域課題の共有化を図りながら、地域の多

様な主体による協働の取組を支援するなど、地域の支え合いの機能強化に取り組む。 

○電話相談・出張相談や民生委員・児童委員などの見守り活動等との連携により、リスク要因をも

つ家庭の状況の早期把握及び問題の発生・深刻化の防止に努めるとともに、地域の困り事を受け

止め、コミュニティソーシャルワーカーと連携しながら、支援関係機関へのつなぎや地域住民同

士の相互扶助による解決への導きを行う。 

 

中心エリア 

住吉・加茂エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓浜地域包括支援センター 

住吉・加茂地域包括支援センター 

ー 

義方・湊山地域包括支援センター 

尚徳地域包括支援センター 

箕蚊屋地域包括支援センター 

ー 

淀江地域包括支援センター 

ー 

障害者生活支援センターすてっぷ 

障害者生活支援センターまちくら 

障害者生活支援センターエポック翼 

障害者生活支援センター和おん 

弓ヶ浜子育て支援センター 

子育て支援室よどえ 

新開子育て支援センター 

 

ふれあいの里 

地域包括支援センター 

子育て広場支援センター 

ふれあいの里 

米子市社会福祉協議会 

よなご暮らしサポートセンター 

生活福祉資金等貸付事業 

日常生活自立支援事業 

生活困窮者自立相談支援事業 

こども総合相談窓口 

キッズタウン子育て支援センター 

福原子育て支援センター 

米子市役所淀江支所 

西部後見サポートセンター 

うえるかむ 

ハローワーク米子 

エリア界 

公民館区域 

米子市役所 

米子児童相談所 

淀江エリア 

福生・福米エリア 

箕蚊屋エリア 

尚徳エリア 

弓浜エリア 

【総合相談支援体制のエリア図】 
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【コミュニティソーシャルワーカーの役割】 

○担当エリア内の地域活動者や支援関係機関等と連携を図りながら、相談者の抱える課題について

分野を問わず対応し、世帯全体の視点から課題を整理した上で、必要な支援に結びつける。 

○複合的な課題や対応困難な課題への対応など、必要に応じて、支援関係機関で構成する支援チー

ムによる支援を行う。 

 

 

⑶ 重層的な福祉圏域の設定と相談支援体制の整備 

市内に「近隣・自治会の圏域」「公民館区域」「総合相談支援エリア」「市全域」の四つの段階

的な福祉圏域を設定し、それぞれの圏域での役割と機能を発揮しながら、相互の圏域の連携を図

ることによって、地域福祉活動や相談支援体制を重層的に機能させることを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣・自治会等 

 

市全域 

 

総合相談支援エリア（７） 

 

公民館区域（２９） 

・各エリアの総合相談支援センターの統括 

・各支援関係機関のバックアップ 

・全市的な課題解決に向けた取組 

・コミュニティソーシャルワーカー・コミュニティワーカ

ーの人材育成 

・総合相談支援センターの設置 

・コミュニティソーシャルワーカーを配置し、総合的
な相談支援、多機関協働のエリアチームの調整 

・コミュニティワーカーとの連携・協働 

・支援会議、地域ケア会議の開催 
・提供されるサービスの調整 

・居場所づくり（サロン活動等） 
・住民同士の見守り、声かけ 
・自治会活動 

・災害時の支え合い 
・運動会、伝統行事等 

・コミュニティワーカーによる地域支援 
・地域の多様な主体の交流や地域福祉活動の基盤整備 

・相談を包括的に受け止め、支援につなぐ体制整備 
・住民主体の地域福祉活動 
・住民向け研修の実施 

【重層的な福祉圏域のイメージ図】 
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地域支え合い推進会議

自
治
会
Ｃ

・地域住民や様々な主体が地域課題を共有し、
解決に向けて話し合う場
・地域に関わる人や団体が顔見知りになる場

自
治
会
Ｄ

自
治
会
Ａ

自
治
会
Ｂ

ワークショップ
地域懇談会等

軽度な支援

地域課題

自治会民生委員

企業
福祉事業者

学校・幼保子ども会

ボランティア

自助グループ

近隣住民

・各種サービス
・支援機関
・ボランティア
・近隣住民 等

つなぎ

地区社協

相談

●コミュニティワーカー

福祉なんでも相談
（出張相談窓口）

連携・協働

地域力による解決
を働きかけ地域課題の把握

チーム支援

・包括的相談支援の拠点
相談

総合相談支援センター

●コミュニティソーシャルワーカー

地域包括支援センター
（高齢者）と一般相談支
援事業所（障がい者）の
相談機能を包含

エリアネットワーク会議

・複雑、複合的課題を抱えた人への支援など、多機
関協働で支援方針の検討
・困難ケース対応支援等、ワーカーのバックアップ
・ケースに合わせて必要なメンバーを招集

児童相談所

市・県
担当課

福祉事業者

市社協

ハローワーク

法関係医療機関

民生委員

警察

権利擁護

困り事を抱えた住民

 

公
民
館
区
域 

・地域の現状・課題の報告 

・ワーカーの活動状況の報告 

●コミュニティソーシャルワーカー 

●コミュニティワーカー 
バックアップ 

【圏域ごとの総合相談支援体制のイメージ図】 

市
全
域 

 米子市（基幹型機能） 

・システム全体の統括・調整 

・総合相談支援センターの支援 
・ワーカーの人材育成 

・全市的な課題について報告を受け、解決策を検討 
・モデル事業の検証、総合相談支援体制の検討 
・米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画への提言 

 全市的な検討の場 

総
合
相
談
支
援
エ
リ
ア 
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６ 計画の推進体制 

⑴ 計画の周知及び地域課題の把握 

○本計画について市民や住民団体、福祉関連団体、企業等に知ってもらい、計画の理念や目標の

共有を図っていくために、様々な機会を活用して、本計画の周知に努める。 

○地域住民が参加する懇談会やワークショップ、「地域支え合い推進会議」の開催を積み重ねる

ことで、地域の福祉課題を明らかにするとともに、「エリアネットワーク会議」や全市的な検

討会議を通じて、福祉課題に対応するための相談支援の在り方等を検討する。 

⑵ 「地域福祉庁内検討会議」の開催及び福祉分野の各個別計画の検討 

○市の福祉保健部及び関係部署で構成された「地域福祉庁内検討会議」を開催し、本計画に関連

する各部署の取組状況の確認を行うとともに、新たな課題への対応について分野横断的な検討

を行う。 

○福祉分野の各個別計画の検討に際しては、上位計画である本計画との整合を図る。 

⑶ 「米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」及び「米子市社会福祉審議会」の開催 

○「米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」を開催し、計画の取組状況や地域福祉

の推進に向けた方向性について評価・検討を行う。 

○重要な福祉課題等について、より深い検討が必要な場合は、適宜「米子市社会福祉審議会」の

審議に付す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会 

計画の取組状況の評価、福祉政策に関する協議 

地域福祉庁内検討会議 

地域支え合い推進会議・エリアネットワーク会議 

懇談会、ワークショップ等を通じた地域課題把握 

米子市社会福祉審議会 

全市的な検討会議 

モデル事業の検証、総合相談支援体制の検討、政策提案 

報告 

提案 

意見 

提案 
助言 


